
   田尻町都市計画の提案に関する要綱 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、都市計画法（昭和43年法律第100号（以下「法」という。））第21条の２の規定

による都市計画の決定又は変更の提案（以下「計画提案」という。）に係る手続きに関し必要な事

項を定めるものとする。 

 

 （事前相談） 

第２条 計画提案を行おうとする者（以下「提案者」という。）は、手続きを円滑に進めるため事前

相談を行なうものとする。（様式１） 

２ 提案者は、当該計画提案に係る都市計画の素案内容等について、土地所有者等の権利者及び周辺

住民等への十分な説明を行い、理解を得るよう努めるものとする。 

 

 （提案） 

第３条 田尻町（以下「町」という。）に提案することができる都市計画は、法に規定する町が定め

る都市計画（法第18条の２に規定する都市計画を除く。）とする。 

 

 （提案書の提出等） 

第４条 計画提案は、法第21条の２の規定に基づき行うものとする。 

２ 提案者は、次の書類（以下「提案書」という。）を田尻町長に提出するものとする。 

(１) 都市計画の素案 

  ア 都市計画提案書（様式２） 

  イ 計画書（様式３） 

  ウ 関係図書 

   (ア) 位置図（縮尺10,000分の１程度） 

   (イ) 計画図（計画提案の内容がわかる縮尺2,500分の１程度） 

   (ウ) その他計画提案に関連する図面等 

 (２) 同意を得たことを証する書類（以下「同意書」という。） 

  ア 同意書（様式４） 

  イ 権利者の印鑑証明書（法人の場合は、資格証明書を含む） 

  ウ 全土地所有者等リスト（様式５－１） 

  エ 権利者関係調書（様式５－２） 

  オ 公図の写し（法務局備付け） 

  カ 対象地の登記事項証明書（交付後３ヶ月以内のもの、登記が完了していない場合は、その権

利関係を証明する書類を添付する。） 

 (３) 提案者の資格を有することを証する書類 

ア 法第２１条の２第１項に規定する土地所有者等（個人の場合） 

(ア) 土地若しくは建物の登記事項証明書 

(イ) 本人確認資料（運転免許証等の写し） 



イ 法第２１条の２第１項に規定する土地所有者等（法人の場合） 

(ア) 土地若しくは建物の登記事項証明書 

(イ) 会社・法人登記事項証明書 

(ウ) 定款、役員名簿、規則、会則等から計画提案の資格を証するために必要なもの（必要に

応じて） 

ウ 法第２１条の２第２項に規定する法人又は団体 

(ア) 会社・法人登記事項証明書 

(イ) 定款、役員名簿、規則、会則等から計画提案の資格を証するために必要なもの（必要に

応じて） 

エ 法第２１条の２第２項に規定する法人又は団体のうちまちづくりの推進に関し経験と知識を有

するものとして国土交通省令で定める団体については、上記ウと次の書類を提出する。 

(ア) 開発行為実績調書（様式６－１） 

(イ) 誓約書（様式６－２） 

(４)計画提案に係る法第２１条の３の判断のために必要な資料 

ア 周辺の環境等への影響に関する検討資料（様式７） 

イ 周辺住民等への説明の経緯に関する資料（様式８） 

ウ 都市計画提案に関する事業計画の概要（様式９） 

エ その他計画提案の内容の説明に必要と思われる資料 

３ 提案者が複数の場合は、代表者を定めることとする。 

４ 提案者は、事業を行うため当該事業が行われる土地の区域について、都市計画の決定又は変更

を必要とするときは、次に掲げる事業を記載した書面（様式10）を提案書と併せて本町へ提出

することができる。 

(１) 当該事業の着手予定時期 

(２) 計画提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限 

(３) 上記(２)の期限を希望する理由 

 

（同意要件の考え方） 

第５条 法第21条の２第３項の規定による「３分の２以上の同意」の考え方については、次のとおり

とする。 

(１) 土地所有者等の権利者については、計画提案の区域内の土地の所有権を有するすべての者及

び借地権（建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権）を有するすべて

の者とし、同意した権利者の数が権利者総数の３分の２以上とする。なお、共有者又は共同借

地権者で構成されている土地の場合、それぞれの名義人の持ち分に応じた数を当該土地の権利

者の数とする。 

(２) 地積については、同意したものが所有する計画提案する区域内の土地の総地積と同意した権

利者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の面積が、計画提案する区域の総地

積の３分の２以上とする。 

ただし、国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除

く。 

 



 （提案書の提出等） 

第６条 町は、計画提案が行われたときは、すみやかに法に基づく提案要件の確認を行い、提案要件

を満たしている場合は、受付し、提出を受けた都市計画提案書（様式２）に収受印を押したものの

写しを、提案者に通知する。 

２ 町は、提案要件を満たしていない場合は、提案者にその旨を通知（様式11）し、提案書を返却す

る。 

 

 （計画提案に対する判断） 

第７条 町は、提案要件を満たし受付を行ったものについて、都市計画に関する基準、関連法令、

「田尻町総合計画」、「田尻町都市計画マスタープラン」等をもとに都市計画の決定又は変更の必

要性を総合的に判断するものとする。 

２ 町は、提案者に対して前項の判断に必要な資料の提供や説明等を求めることができる。 

 

 （決定手続き） 

第８条 町は、都市計画の決定又は変更が必要であると判断した場合、都市計画の原案を作成し、都

市計画法に基づく都市計画決定又は変更の手続きを進めるものとする。 

 

 （非決定手続き） 

第９条 町は、都市計画の決定又は変更が必要でないと判断した場合、判断理由を付して、田尻町都

市計画審議会の意見を聴いたうえで、決定又は変更をしない旨及び理由を提案者に通知（様式12）

する。 

  なお、田尻町都市計画審議会に意見を聴いた結果、都市計画の決定又は変更が必要である場合や

計画提案の修正が必要な場合は、再度、第７条の判断をする。 

 

 （その他） 

第10条 本要綱に定めのない事項については、必要に応じて別途定めるものとする。 

 

   附 則 

この要綱は、令和６年２月２９日から施行する。 

 


